
 

 

 

令和５年度介護保険事業者集団指導 

（千葉県健康福祉部高齢者福祉課） 
 
 
 

（介護予防）短期入所生活介護 編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



サービス別根拠法令 

１ 指定基準について 

 

 ２ 介護報酬の算定について 

 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例 

○指定介護予防サービス等の事業の人員、 

 設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例 

 

介護老人福祉施設 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

介護老人保健施設 ○介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例 

介護療養型医療施設 ○指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例 

介護医療院 ○介護医療院の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

19 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 

○指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（18.3.14 厚生労働省

告示第 127 号【令 3.3.15 厚生労働省告示

第 73 号】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、介護医療院、 

○指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

21 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

※指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について

は、上記条例を準用するため省略する。 

１－１．人員に関する基準（従来型） 

 

(従業者の員数) 

第１４８条 指定短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次の各

号に掲げるとおりとする。ただし、利用定員が４０人を超えない指定短期入

所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図る

ことにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって利用者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士を

置かないことができる。 

 一 医師 １以上 

二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増す

ごとに１以上 

三 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。） 

常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

四 栄養士 １以上 

五 機能訓練指導員 １以上 

六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じ

た適当数 

 

  ２ 特別養護老人ホーム（地域密着型特別養護老人ホームを含む。以下同

じ。）であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用

して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短

期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者

について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における

老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保され

るために必要な数以上とする。 

 

  ３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数による。 

 

  ４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施

設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下

「特別養護老人ホーム等」という。）に併設される指定短期入所生活介護事

業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの

（以下「併設事業所」という。）については、老人福祉法、医療法又は介護

保険法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加
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えて、第１項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

 

  ５ 第１項第２号の生活相談員のうち１人以上及び同項第３号の介護職員又は

看護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が

２０人未満である併設事業所の場合は、生活相談員、介護職員及び看護職員

のいずれも常勤で配置しないことができる。 

 

  ６ 指定短期入所生活介護事業者は、第１項第３号の規定により看護職員を配

置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合に

は、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション（併設事業所にあっては、

当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下「併設本体施設」と

いう。）を含む。）との密接な連携により看護職員を確保するものとする。 

 

  ７ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介

護事業所の他の職務に従事することができる。 

 

  ８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入

所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定介護予防サービス等基準第１２９条第１項から第７項までに

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなす。 

 

※運営に関する基準において、人員について一部触れている部分があるため、抜粋して

以下に示す。 

 

 

☆兼務等の取り扱いについて☆ 

・医師、栄養士及び機能訓練指導員については、併設本体施設に配置されている場合

であって当該施設の事業に支障を来さない場合は、兼務させて差し支えない。 

  →兼務なので、勤務表に記載する場合は時間数を分けて記載すること。 

 

・生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養

護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短

期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所

者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算方法により必要とさ

れる従業者の数とする。 

  →勤務表に記載する際は時間を分ける必要はないが、専従の記載をすること。 
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(介護) 

第１５７条 第５項まで（略） 

 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させな

ければならない。 

 

７ （略） 

 

 

１－２．設備に関する基準（従来型） 

 

(設備及び備品等) 

第１５１条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、

次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定短期入所生

活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

   一 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

   二 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全

てを満たすものであること。 

    イ 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長（消防本

部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。）又は消防署

長と相談の上、非常災害に関する具体的計画に利用者の円滑かつ迅速な

避難を確保するために必要な事項を定めること。 

    ロ 非常災害に関する具体的計画に規定する訓練については、非常災害に

関する具体的計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

    ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住

民等との連携体制を整備すること。 

 

  ２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知

識を有する者の意見を聴いて、次の各号にいずれかの要件を満たす木造かつ

平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者

の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物と

することを要しない。 

   一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使

用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等

により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

☆夜勤職員の配置について（従来型）☆ 

３５頁以降を参照すること。 
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二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであ

ること。 

   

  ３ 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指

定短期入所生活介護を提供するために必要なその他設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会

福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当

該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処

遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員

室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

   一 居室 

   二 食堂 

   三 機能訓練室 

   四 浴室 

   五 便所 

   六 洗面設備 

   七 医務室 

   八 静養室 

   九 面談室 

   十 介護職員室 

十一 看護職員室 

十二 調理室 

十三 洗濯室又は洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

 

  ４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び併

設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併

設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設

の前項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定短期入所生活介護の事業の用に供

することができる。 

 

  ５ 第１４８条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあって

は、第３項及び第８項第１号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護

老人ホームとして必要とされる設備を有するもので足りる。 

 

  ６ 第３項各号に掲げる設備（介護職員室及び看護職員室を除く。）の基準は、次の
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各号に掲げるとおりとする。 

一 居室 

イ １の居室の定員は、４人以下とすること。 

ロ 利用者１人当たりの床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。 

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮するこ

と。 

二 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計し

た面積は３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただ

し、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓

練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同

一の場所とすることができる。 

三 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

 四 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

五 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

 

  ７ 介護職員室及び看護職員室は、業務に支障がないと知事が認める場合にあって

は、同一の場所とすることができる。 

 

  ８ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準

は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 廊下の幅は、１.８メートル以上（中廊下にあっては、２.７メートル以上）

とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者

等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、１.５メートル以上

（中廊下にあっては、１.８メートル以上）とすることができる。 

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

三 階段の傾斜を緩やかにすること。 

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階にある場合は、１

以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限り

でない。 

 

  ９ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準第１３２条第１項から第７項までに規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なす。 

 

１－３．運営に関する基準（従来型・改正点抜粋） 

 『★』と記されているものについては、ユニット型において準用する。 
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(業務継続計画の策定等)★ ※第１６８条により準用 

第３２条の２ 指定短期入所生活介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、

利用者に対する指定短期入所生活介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 

  ２ 指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

 

  ３ 指定短期入所生活介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

  

※第３２条の２については、令和６年３月３１日までの努力義務とする。 

 

(掲示)★ ※第１６８条により準用 

第３４条 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所の見やす

い場所に、運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制、その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

 

  ２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定短期入所生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 

(虐待の防止)★ ※第１６８条により準用 

第４０条の２ 指定短期入所生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するた

め、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

   一 当該指定短期入所生活介護事業所における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うものを含む。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。 

   二 当該指定短期入所生活介護事業所における虐待の防止のための指針を整備す

ること。 

   三 当該指定短期入所生活介護事業所において、短期入所生活介護従業者に対し、

虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

   四 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

 ※第４０条の２については、令和６年３月３１日までの努力義務とする。 

 

(勤務体制の確保等) ※第１６８条により準用 

第１０８条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切な指定短期入所生活介
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護を提供することができるよう、指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

 

  ２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所ごとに、当

該指定短期入所生活介護事業所の従業者によって指定短期入所生活介護を提供し

なければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

 

  ３ 指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定短期入所生活

介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有す

る者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を

受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

  ４ 指定短期入所生活介護事業者は、適切な指定短期入所生活介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 

 ※第３項の二重下線部については、令和６年３月３１日までの努力義務とする。 

 

(非常災害対策)★ ※第１６８条により準用 

第１１０条 指定短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非

常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に

周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければなら

ない。 

 

  ２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

(衛生管理等)★ ※第１６８条により準用 

☆認知症介護基礎研修を免除できる資格要件について☆ 

・法第８条第２項に規定する政令で定める者 

→訪問介護事業所の訪問介護員として勤務することができる職種を指す（実務者研

修修了者や１級課程修了者等）。詳しくは集団指導資料【訪問介護】を参照するこ

と。（※柔道整復師も『その他これに類する者』に含む。） 
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第１１１条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設

備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

 

  ２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

   一 当該指定短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うものを含

む。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、短期

入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。 

   二 当該指定短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

   三 当該指定短期入所生活介護事業所において、短期入所生活介護従業者に対

し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する

こと。 

   

 ※第２項各号については、令和６年３月３１日までの努力義務とする。 

 

(運営規程) 

第１６４条 指定短期入所生活介護事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

    一 事業の目的及び運営の方針 

    二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

    三 利用定員（第１４８条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームで

ある場合を除く。） 

    四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

    五 通常の送迎の実施地域 

    六 サービス利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他運営に関する重要事項 

 

 ※第９号については、令和６年３月３１日までの努力義務とする。 
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２－１．人員に関する基準（ユニット型） 

『１－１．人員に関する基準（従来型）』を準用するものとするが、運営に関する基

準において人員について一部触れている部分があるため、抜粋して以下に示す。 

 

(介護) 

第１７５条 第６項まで（略） 

 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に

従事させなければならない。 

 

８ （略） 

 

(勤務体制の確保等) 

第１７９条 （略） 

   

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置

を行わなければならない。 

  一 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。 

  二 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

  三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

３から５ （略） 

 

 

２－２．設備に関する基準（ユニット型） 

 

(設備及び備品等) 

第１７１条 ユニット型短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために

使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型

指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることが

できる。 

   一 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

   二 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全

☆夜勤職員の配置について（ユニット型）☆ 

３５頁以降を参照すること。 
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てを満たすものであること。 

    イ 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防

長（消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。）

又は消防署長と相談の上、非常災害に関する具体的計画に利用者の円滑

かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

    ロ 非常災害に関する具体的計画に規定する訓練については、非常災害に

関する具体的計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

    ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住

民等との連携体制を整備すること。 

 

  ２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知

識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ

平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に

係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐

火建築物とすることを要しない。 

   一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使

用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等

により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであ

ること。 

 

  ３ ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設ける

とともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他設備及び備品等

を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することによ

り、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率

的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短

期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニッ

トを除き、これらの設備を設けないことができる。 

   一 ユニット 

   二 浴室 

   三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室又は洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

   

  ４ 併設ユニット型事業所にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット
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型事業所及びユニット型事業所併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当

該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所

者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事

業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備（ユニットを除く。）をユニット型指定

短期入所生活介護の事業の用に供することができる。 

 

  ５ 第１４８条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームの場合

にあっては、第３項及び第７項第１号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老

人ホームとして必要とされる設備を有することで足りる。 

 

  ６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   一 ユニット 

イ 居室 

(イ) １の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期入所

生活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

(ロ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生

活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの利用定員は、

原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないものとする。 

(ハ) 利用者１人当たりの床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。 

(ニ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮する

こと。 

ロ 共同生活室 

(イ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの

利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状

を有すること。 

(ロ) １の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属する

ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ハ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ハ 洗面設備 

(イ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ロ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

ニ 便所 

(イ) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ロ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

二 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

 

  ７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造

設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   一 廊下の幅は、 １.８メートル以上（中廊下にあっては、２.７メートル以上）

とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等

の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、１.５メートル以上（中
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廊下にあっては、１.８メートル以上）とすることができる。 

   二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

   三 階段の傾斜を緩やかにすること。 

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

五 ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 

 

  ８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業

とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第１５３条

第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各

項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

 

２－３．運営に関する基準（ユニット型・改正点抜粋） 

 １－３．運営に関する基準（従来型・改正点抜粋）で『★』と記されているものについ

ては、ユニット型において準用する。 

 

（運営規程） 

第１７８条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる運営規程を定めて

おかなければならない。 

    一 事業の目的及び運営の方針 

    二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

    三 利用定員（第１４８条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老

人ホームである場合を除く。） 

    四 ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第１４８条第２項の規定の適

用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） 

    五 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

    六 通常の送迎の実施地域 

    七 サービス利用に当たっての留意事項 

    八 緊急時等における対応方法 

    九 非常災害対策 

    十 虐待の防止のための措置に関する事項 

    十一 その他運営に関する重要事項 

 ※第１０号については、令和６年３月３１日までの努力義務とする。 

 

（勤務体制の確保等） 

第１７９条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、適切なユニット

型指定短期入所生活介護を提供することができるよう、ユニット型指定短期入所

生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 
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  ２ （略） 

 

  ３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護

事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユ

ニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇

に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

 

  ４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット

型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者（看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これらに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

  ５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生

活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 ※第４項の二重下線部については、令和６年３月３１日まで努力義務とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆認知症介護基礎研修を免除できる資格要件について☆ 

・法第８条第２項に規定する政令で定める者 

→訪問介護事業所の訪問介護員として勤務することができる職種を指す（実務者研

修修了者や１級課程修了者等）。詳しくは集団指導資料【訪問介護】を参照するこ

と。（※柔道整復師も『その他これに類する者』に含む。） 
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３．共生型居宅サービスに関する基準 

 

(共生型短期入所生活介護の基準) 

第１８１条の２ 共生型短期入所生活介護の事業を行う指定短期入所事業者が当該事業

に関して満たすべき基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短

期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が９.９平方メートル

以上であること。 

   二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する

指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介

護の利用者の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として

必要とされる数以上であること。 

   三 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準・指定介護予防サービスに要す

る費用の算定に関する基準（以下「(基)」とする。） 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施

設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について・指定介護予防サービスに要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（以下「(留)」とす

る。）                              ※改正点抜粋  

≪短期入所生活介護費≫（１日につき） 

（１）単独型短期入所生活介護費 

単独型短期入所生活介護費（Ⅰ） 

・単独型 

・従来型個室 

要介護１ ６３８単位 

要介護２ ７０７単位 

要介護３ ７７８単位 

要介護４ ８４７単位 

要介護５ ９１６単位 

単独型短期入所生活介護費（Ⅱ） 

・単独型 

・多床室 

要介護１ ６３８単位 

要介護２ ７０７単位 

要介護３ ７７８単位 

要介護４ ８４７単位 

要介護５ ９１６単位 

（２）併設型短期入所生活介護費 

併設型短期入所生活介護費（Ⅰ） 

・併設型 

・従来型個室 

要介護１ ５９６単位 

要介護２ ６６５単位 

要介護３ ７３７単位 

要介護４ ８０６単位 

要介護５ ８７４単位 

併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 

・併設型 

・多床室 

要介護１ ５９６単位 

要介護２ ６６５単位 

要介護３ ７３７単位 

要介護４ ８０６単位 

要介護５ ８７４単位 

 

 

 

（３）単独型ユニット型短期入所生活介護費 

単独型ユニット型短期入所生活介

護費 

・単独型ユニット型 

・ユニット型個室 

要介護１ ７３８単位 

要介護２ ８０６単位 

要介護３ ８８１単位 

要介護４ ９４９単位 

要介護５ １,０１７単位 

経過的単独型ユニット型短期入所 要介護１ ７３８単位 
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生活介護費 

・単独型ユニット型 

・ユニット型個室的多床室 

要介護２ ８０６単位 

要介護３ ８８１単位 

要介護４ ９４９単位 

要介護５ １,０１７単位 

（４）併設型ユニット型短期入所生活介護費 

併設型ユニット型短期入所生活介

護費 

・併設型ユニット型 

・ユニット型個室 

要介護１ ６９６単位 

要介護２ ７６４単位 

要介護３ ８３８単位 

要介護４ ９０８単位 

要介護５ ９７６単位 

経過的併設型ユニット型短期入所

生活介護費 

・併設型ユニット型 

・ユニット型個室的多床室 

要介護１ ６９６単位 

要介護２ ７６４単位 

要介護３ ８３８単位 

要介護４ ９０８単位 

要介護５ ９７６単位 

 

 

≪介護予防短期入所生活介護費≫（１日につき） 

（１）単独型介護予防短期入所生活介護費 

単独型介護予防短期入所生活介護

費（Ⅰ） 

・単独型 

・従来型個室 

要支援１ ４７４単位 

要支援２ ５８９単位 

単独型介護予防短期入所生活介護

費（Ⅱ） 

・単独型 

・多床室 

要支援１ ４７４単位 

要支援２ ５８９単位 

（２）併設型介護予防短期入所生活介護費 

併設型介護予防短期入所生活介護

費（Ⅰ） 

・併設型 

・従来型個室 

要支援１ ４４６単位 

要支援２ ５５５単位 

併設型介護予防短期入所生活介護

費（Ⅱ） 

・併設型 

・多床室 

要支援１ ４４６単位 

要支援２ ５５５単位 

（３）単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

単独型ユニット型介護予防短期入

所生活介護費 

・単独型ユニット型 

要支援１ ５５５単位 

要支援２ ６７４単位 
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・ユニット型個室 

経過的単独型ユニット型介護予防

短期入所生活介護費 

・単独型ユニット型 

・ユニット型個室的多床室 

要支援１ ５５５単位 

要支援２ ６７４単位 

（４）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

併設型ユニット型介護予防短期入

所生活介護費 

・併設型ユニット型 

・ユニット型個室 

要支援１ ５２３単位 

要支援２ ６４９単位 

経過的併設型ユニット型介護予防

短期入所生活介護費 

・併設型ユニット型 

・ユニット型個室的多床室 

要支援１ ５２３単位 

要支援２ ６４９単位 

 

≪生活機能向上連携加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状

況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げ

る区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を

見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、ロについては１月につ

き、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、

≪個別機能訓練加算≫を算定している場合、イは算定せず、ロは１月につき１００

単位を所定単位数に加算する。 

  イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

   （※個別機能訓練加算を算定している場合は算定不可） 

  ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

   （※個別機能訓練加算を算定している場合は１００単位） 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示第３４の４（１１４の３）） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士又は医師（以下「理学療法士等」）の助言に基づき、当該指定短期入所生活介

護事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓

練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓

練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価
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し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等

を説明し、必要に応じて訓練内容等の見直し等を行っていること。 

 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入

所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身

体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓

練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等

を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

(留)① 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

   イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設（病院にあっては、許可病床数が２００床未満のもの又は当該病院

を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以

下この(留)において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医

師（以下この(留)において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当

該指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同し

てアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成

を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日

常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

     この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診

療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しく

は診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院で

あること。 

   ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業

所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上

がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買

物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテー

ション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指定短期入所生活

介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電

話を用いて把握した上で、当該指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導

員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる
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場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況

について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員

等で事前に方法等を調整するものとする。 

   ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の

内容を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意

向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することと

し、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど

可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計

画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中に記載する場合は、その記載

をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

   ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的

とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況

に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

   ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについ

て、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士

等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の

意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた

目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個

別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利

用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対し

て個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明してい

ること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画

像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用し

て行うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等に対応していること。 

   ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごと

に保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるよ

うにすること。 

   ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提

供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき個

別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは可能であ

るが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、

個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々

月は本加算を算定しない。 
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  ② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

   イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当

該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び

個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能

訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行

うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診

療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しく

は診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院で

あること。 

   ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについ

て、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等

から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向

を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の

見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定短期入所生活介護事業所を訪問

し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価し

た上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓練

計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必

要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合

は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

≪個別機能訓練加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、個別

機能訓練加算として、１日につき５６単位を所定単位数に加算する。 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３６（１０５）） 

次のいずれにも適合すること。 

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及び

きゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復

師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で

６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下「理学療法士

等」）を１名以上配置していること。 

ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの

心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。 
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ハ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能の向上を目的とする機能訓練の項

目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供

していること。 

ニ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、

その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家

族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容

の見直し等を行っていること。 

(留)① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう

師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師

又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所

で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下「理学療法

士等」という。）が個別機能訓練計画に基づき、短期入所生活介護事業所を計

画的又は期間を定めて利用する者に対して、計画的に行った機能訓練（以下

「個別機能訓練」という。）について算定する。 

  ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を１名以上配置して行うものであること。この場合において、例

えば、１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その

曜日において理学療法士等から直接訓練を受けた利用者のみが当該加算の算定

対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ

定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、

短期入所生活介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に

従事する場合には、当該職務の時間は、短期入所生活介護事業所における看護

職員としての人員基準の算定に含めない。 

  ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同し

て、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機能訓練

計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方

法等について評価等を行う。なお、短期入所生活介護においては、個別機能訓

練計画に相当する短期入所生活介護計画の中に記載する場合は、その記載をも

って個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

  ④ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、身体機能そのものの回復を主たる目的

とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図

り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として

実施するものである。 

    具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況

を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標（１人で入浴

が出来るようになりたい等）を設定のうえ、当該目標を達成するための訓練を

実施すること。 

  ⑤ ④の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援
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専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながる

よう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標と

すること。 

  ⑥ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が設

定された５人程度以下の小集団（個別対応を含む。）に対して機能訓練指導員

が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反

復的な訓練とすること。実施時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練

内容の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

    また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計

画的・継続的に行う必要があることから、おおむね週１回以上実施することを

目安とする。 

  ⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者

の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、多職

種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし、その後３月ごと

に１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上

で、利用者又はその家族（以下この(留)において「利用者等」という。）に対

して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録する

とともに訓練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の達成度合いにつ

いて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応

じて利用者等の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況

を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たって

は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

  ⑧ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ご

とに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であ

るようにすること。 

  ⑨ ≪機能訓練指導員の加算≫を算定している場合であっても、別途個別機能訓

練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加算を算

定できるが、この場合にあっては、≪機能訓練指導員の加算≫の算定に係る常

勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従

事することはできず、別に個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必

要である。また、個別機能訓練加算は、心身機能の働きかけだけでなく、ＡＤ

Ｌ（食事、排泄、入浴等）やＩＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への

働きかけや、役割の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、

心身機能、活動、参加といった生活機能にバランスよく働きかけるものであ

る。なお、当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目につい
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ては、別に通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管

理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」（本書では省略する。））するところによるものとする。 

 

≪夜勤職員配置加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすもの

として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該基準

に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。また、共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者

の単位数を算定している場合は、算定しない。 

  ⑴夜勤職員配置加算（Ⅰ） １３単位 

  ⑵夜勤職員配置加算（Ⅱ） １８単位 

  ⑶夜勤職員配置加算（Ⅲ） １５単位 

  ⑷夜勤職員配置加算（Ⅳ） ２０単位 

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（平１２告２９・１８） 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を１以上上回っている場合に、次

の区分に応じて算定。ただし、次のａ又はｂに掲げる場合は、当該ａ又はｂに定める

数以上である場合に算定する。 

ａ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 最低基準の数に１０分の９を加

えた数 

 ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の１０分の１以

上の数設置していること。 

 ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が

行われていること。 

ｂ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 最低基準の数に１０分の６を加

えた数（ユニット型以外で夜勤職員基準第１号ロ⑴㈠f（集団指導資料【短期入

所生活介護】の最終頁参照）に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置

している場合にあっては、最低基準の数に１０分の８を加えた数） 

 ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定短期入所生活介護事業所の利用者

の数以上設置していること。 

 ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機

器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 

 ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽

減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用

するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、

当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認す

ること。 

  ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び
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当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 

  ⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

  ⑶ 見守り機器等の定期的な点検 

  ⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

 

⑴夜勤職員配置加算（Ⅰ） 

ユニット型以外を算定。 

 

⑵夜勤職員配置加算（Ⅱ） 

ユニット型を算定。 

  

⑶夜勤職員配置加算（Ⅲ） 

㈠ ユニット型以外を算定。 

㈡ 夜勤時間帯を通じ看護職員又は①社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各

号のいずれかの行為の実地研修を修了した介護福祉士、②特定登録証の交付を受け

た特定登録者、③新特定登録証の交付を受けている新特定登録者、④認定特定行為

業務従事者のいずれかを１人以上配置し、①②③の場合は喀痰吸引等業務の登録

を、④の場合は特定行為業務の登録を受けていること。 

 

⑷夜勤職員配置加算（Ⅳ） 

㈠ ユニット型を算定。 

㈡ ⑶㈡に該当。 

(留)① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数

は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含め

た連続する１６時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に１６

を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てる

ものとする。 

  ② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホームの空

床において指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、指定短期入所生活介

護の利用者と本体施設である指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数

を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に、夜勤職員基準に従い

必要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に、加算を行う。 

  ③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、増配した夜勤職員につ

いては、必ずしも特定のユニットに配置する必要はないものとすること。 

  ④ 夜勤職員基準第１号ハの⑴㈡及び⑵㈡ただし書に規定する見守り機器（利用

者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサー

であり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報でき

る利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。）を使用する場合における

基準については、以下のとおり取り扱うこととする。 

   イ 必要となる夜勤職員の数が０.９を加えた数以上である場合においては、
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次の要件を満たすこと。 

    ａ 利用者の１０分の１以上の数の見守り機器を設置すること。 

    ｂ 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回

以上行うこと。「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」

は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

   ロ 必要となる夜勤職員の数が０.６を加えた数以上である場合（夜勤職員基

準第１号ロの⑴㈠fの規定に該当する場合は０.８を加えた数以上である場

合）においては、次の要件を満たすこと。 

    ａ 利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

    ｂ インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下同

じ。）等の職員間の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報

を常時受信可能なスマートフォンやタブレット端末等の機器を、全ての夜

勤職員が使用し、利用者の状況を常時把握すること。 

    ｃ 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「見守り

機器等活用委員会」という。）は、３月に１回以上行うこと。見守り機器

等活用委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

      また、見守り機器等活用委員会には、管理者だけでなく実際に夜勤を行

う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の者が参画するもの

とし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよう努めること。 

    ｄ 「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施すること。具

体的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行う

こととする。 

     ⑴ 見守り機器等を使用する場合においても、一律に定期巡回等を取りや

めることはせず、個々の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視を行う

こと。 

     ⑵ 見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を利用

者の状態把握に活用すること。 

     ⑶ 見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故又はヒヤ

リ・ハット事例（介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうに

なった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハット事例等」という。）の状況

を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。 

    ｅ 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を

実施すること。具体的には、実際に夜勤を行う職員に対してアンケートや

ヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後における次の事項等を確認



26 

し、人員配置の検討等が行われていること。 

     ⑴ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

     ⑵ 夜勤時間帯において、負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

     ⑶ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

    ｆ 日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを

確認する等のチェックを行う仕組みを設けること。また、見守り機器等の

メーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

    ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事

例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 

    この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合においては、３月以上の

試行期間を設けることとする。利用者の安全及びケアの質の確保を前提にしつ

つ、試行期間中から見守り機器等活用委員会を設置し、当該委員会において、

見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあたる職員の負担のバラン

スに配慮しながら、見守り機器等の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、

安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した

上で、「テクノロジーの活用」に係る届出をすること。なお、試行期間中にお

いては、通常の夜勤職員配置加算の要件を満たすこととする。 

    届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確認できるよ

う、当該委員会の議事概要を提出すること。また、介護事業所のテクノロジー

活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する調

査・検証等への協力に努めること。 

 

≪利用者に対して送迎を行う場合≫ 

(基) 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められ

る利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場

合は、片道につき１８４単位を所定単位数に加算する。 

(留) 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認めら

れる利用者に対して、指定短期入所生活介護事業所の従業者が当該利用者の居宅

と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき加算の対

象となる。 

 

 

≪認知症専門ケア加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専

門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に

掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位 

  ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位 
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厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３の２） 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若

しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」）

の占める割合が２分の１以上であること。 

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（別に厚生労働大臣が定める者

を含む。）を、対象者の数が２０人未満である場合にあっては１以上、当該対象者

の数が２０人以上である場合にあっては１に当該対象者の数が１９を超えて１０又

はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知

症ケアを実施していること。 

⑶ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導

に係る会議を定期的に開催していること。 

 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者（別に厚生労働大臣が定

める者を含む。）を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施して

いること。 

⑶ 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

厚生労働大臣が定める者（利用者等告示２３の２（８４の２）） 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者 

(留)① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることか

ら介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ

に該当する利用者を指すものとする。 

  ② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が１/２以上の算定方法は、算

定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要支援者を含

む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月

間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の

割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録する

ものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに体制等に関する届出

書により加算の取り下げの届出を提出しなければならない。 

  ③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」（平成１８年３月３１日老発第０３３１０１０号厚生労働省老

健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成１

８年３月３１日老計発第０３３１００７号厚生労働省計画課長通知）に規定す

る「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すも

のとする。 

  ④ 「認知症ケアに係る留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ
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電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

  ⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」

に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す

ものとする。 

  ⑥ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について 

    併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び特別養

護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合の認知症専門

ケア加算の算定は、本体施設である指定介護老人福祉施設と一体的に行うもの

とすること。具体的には、本体施設の対象者の数と併設事業所の対象者の数

（特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあ

っては、当該指定短期入所生活介護の対象者の数）を合算した数が２０人未満

である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が２０人以上である場合にあ

っては、１に、当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに

１を加えて得た数以上の③又は⑤に規定する研修を修了した者を配置している

場合に算定可能となる。 

 

≪サービス提供体制強化加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は、算定しない。 

  ⑴サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位 

  ⑵サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位 

  ⑶サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ６単位 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３８（１０６）） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

 ㈠ 指定短期入所生活介護事業所〔特別養護老人ホーム〕の介護職員の総数うち、

介護福祉士の占める割合が１００分の８０以上であること。 

 ㈡ 指定短期入所生活介護事業所〔特別養護老人ホーム〕の介護職員の総数のう

ち、勤続１０年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の３５以上であるこ

と。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 
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⑴ 指定短期入所生活介護事業所〔特別養護老人ホーム〕の介護職員の総数のうち、

介護福祉士の占める割合が１００分の６０以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

 ㈠ 指定短期入所生活介護事業所〔特別養護老人ホーム〕の介護職員の総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が１００分の５０以上であること。 

 ㈡ 指定短期入所生活介護事業所〔特別養護老人ホーム〕の看護・介護職員の総数

のうち、常勤職員の占める割合が１００分の７５以上であること。 

 ㈢ 指定短期入所生活介護〔特別養護老人ホームの介護福祉施設サービス〕を利用

者〔入所者〕に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める

割合が１００分の３０以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

※〔 〕は特別養護老人ホームの空床利用の場合 

(留)① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月

を除く。）の平均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤

換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行うに当た

って必要な業務は含まれるが、請求業務等介護に関わらない業務を除く。）に

従事している時間を用いても差し支えない。 

    ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は

再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、

常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事

業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるも

のであること。 

    なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している

者とすること。 

  ② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月

間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場

合については、直ちに体制等に関する届出書により加算の取り下げの届出を提

出しなければならない。 

  ③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点おける勤続年数をいうものとする。 

  ④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法

人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサー

ビスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるも

のとする。 

  ⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護

職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 
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  ⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている

場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

 

≪介護職員処遇改善加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者

に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令

和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

  ⑴介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

算定した単位数の１０００分の８３に相当する単位数 

  ⑵介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

   算定した単位数の１０００分の６０に相当する単位数 

  ⑶介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

   算定した単位数の１０００分の３３に相当する単位数 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３９（１１７）） 

大臣基準告示第４号の規定を準用する。 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示４） 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要

する費用の見込額（賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むこと

ができる。以下同じ。）が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に

関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

⑵ 指定短期入所生活介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に

係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法

第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」）及び同法第２５２条の２

２第１項の中核市(以下「中核市」)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第３

５号及び第６６号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。 

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経

営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員

の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、

その内容について都道府県知事に届け出ること。 

⑷ 当該短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関

する実績を都道府県知事に報告すること。 
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⑸ 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、

最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰

金以上の刑に処せられていないこと。 

⑹ 当該短期入所生活介護事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等

に関する法律第１０条第２項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）の納付が

適正に行われていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関

するものを含む。）を定めていること。 

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実

施又は研修の機会を確保していること。 

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。 

㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ

き定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

㈥ ㈤について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に

関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての

職員に周知していること。 

 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合すること。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に

関するものを含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知しているこ

と。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の

実施又は研修の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

(留) 別途通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員

等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」（本書では省略する。）を参照すること。 
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≪介護職員等特定処遇改善加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用

者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  ⑴介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

   算定した単位数の１０００分の２７に相当する単位数 

  ⑵介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

   算定した単位数の１０００分の２３に相当する単位数 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３９の２（１１７の２）） 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合

し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を

講じていること。 

㈠ 経験・技能のある介護職員のうち１人は、賃金改善に要する費用の見込額が

月額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上であるこ

と。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその

他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善

に要する費用の見込額の平均が、介護職員（経験・技能のある介護職員を除

く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。 

㈢ 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の

見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均

の２倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員

（経験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合はその

限りでないこと。 

㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円を上回ら

ないこと。 

⑵ 当該短期入所生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る

実施期間及び実施方法その他の当該施設の職員の処遇改善の計画等を記載した介護

職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出

ていること。 

⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただ

し、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当

該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはや

むを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 

⑷ 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の

処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 
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⑸ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のい

ずれかを届け出ていること。 

㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第１２１条第２

項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護

老人ホームが、併設事業所（指定居宅サービス等基準第１２１条第４項に規定す

る併設事業所をいう。）である場合にあっては併設本体施設（指定居宅サービス

等基準第１２４条第４項に規定する併設本体施設（病院及び診療所を除く。）を

いう。）が、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。 

 

⑹ 短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか

を算定していること。 

⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関す

るものを除く。以下この(基)において同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費

用の見込額を全ての職員に周知していること。 

⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法によ

り公表していること。 

 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

 

(留)  別途通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職

員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」（本書では省略する。）を参照すること。 

 

≪介護職員等ベースアップ等支援加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用

者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、算定した単位数の１０００分の

１６に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３９の３（１１７の３）） 

大臣基準告示第４号の３の規定を準用する。 

☆⑸㈡の取扱いについて☆ 

従前までは特養に併設する短期入所生活介護事業所が存在する場合、ショートと

してサービス体制強化加算（Ⅰ）を取得していないと特定処遇（Ⅰ）を取得するこ

とができなかったが、今般、⑸㈡の内容が追加されたことで、併設する特養が特定

処遇（Ⅰ）の要件を満たし、取得している場合は、併設する短期入所生活介護事業

所においても特定処遇（Ⅰ）を取得することができるようになった。 
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厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示４の３） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介

護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその

他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本

給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていること。 

ロ 指定短期入所生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る

実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介

護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事

に届け出ていること。 

ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施するこ

と。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図る

ために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すこ

とはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 

ニ 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の

処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 

ホ 短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか

を算定していること。 

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を

全ての職員に周知していること。 

(留)  別途通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職

員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」（本書では省略する。）を参照すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

◎夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 （夜勤を行う介護職員又は看護職員の数） 

（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準）  

 

【単独型】  

利用者の数  25 人以下  26 人～60人 61 人～80人 81 人～100 人 101 人以上  

①単独型短期入所生活

介護費  

１人以上  ２人以上  ３人以上  ４人以上  101 人～125 人  

５人以上  

（以下同様）  

②単独型ユニット型短

期入所生活介護費  

２のユニットごとに１人以上 

 【特別養護老人ホームの空床利用】  

利用者の数と特養入所

者の数の合計  

25 人以下  26 人～60人 61 人～80人 81 人～100 人 101 人以上  

③併設型短期入所生活

介護費  

(（※１）に適合する

場合) 

１人以上  

(0.8 人以

上） 

２人以上  

(1.6 人以

上） 

３人以上  

(2.4 人以

上） 

４人以上 

(3.2 人以

上）  

101 人～125 人 

５人以上 

(４人以上） 

（以下同様）  

④併設型ユニット型短

期入所生活介護費  

２のユニットごとに１人以上 

 【併設型】  

（特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特

定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活

介護に併設）  

利用者の数（※２） 25 人以下  26 人～60人 61 人～80人 81 人～100 人 101 人以上  

⑤併設型短期入所生活介護費  

併設本体施

設の種別  

a.特別養護老人

ホーム  

１人以上  ２人以上  ３人以上  ４人以上  101 人～125 人 

５人以上  

（以下同様）  

b.ユニット型特

別養護老人ホー

ム  

指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該ユニット型特別養護老人

ホームの入居者の数の合計数が 20又はその端数を増すごとに 

１以上  
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 c.上記以外  併設本体

施設に必

要な人数

＋１人以

上  

併設本体施

設に必要な

人数＋２人

以上  

併設本体施

設に必要な

人数＋３人

以上  

併設本体施設

に必要な人数

＋４人以上  

101 人～125 人

併設本体施設

に必要な人数 

+５人以上（以

下同様）  

⑥併設型ユニット型短期入所生活介護費  

併設本体施

設の種別  

a.特別養護老人

ホーム  

ユニット型指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人

ホームの入居者の数の合計数が 20又はその端数を増すごとに 

１以上  

b.上記以外  ２のユニットごとに１人以上  

 

⑦共生型短期入所生活介護費  

夜勤を行う生活支援員の数が，視程障害者支援施設として必要とされる生活支援員の数

以上。 

 

（※１） 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、基準の員数に 0.8 を乗じて得

た数以上とすることができる。 

     ⅰ 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器（以下「見守

り機器」という。）を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置し

ていること。 

     ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信

機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 

     ⅲ 見守り機器及び情報通信機器（以下「見守り機器等」という。）を活用する

際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる

事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を

設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会におい

て必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。 

       ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪

問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの

質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

⑶ 夜勤時間帯における緊急時の体制整備 

⑷ 見守り機器等の定期的な点検 

⑸ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

     ⅳ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者
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の数の合計数が、60以下の場合は１以上、61以上の場合は２以上の介護職員

又は看護職員が、夜勤時間帯を通じて常時配置されていること。 

 

（※２） 上記表中「利用者の数」は、併設本体施設が特別養護老人ホーム又はユニッ

ト型特別養護老人ホームである併設型短期入所生活介護事業所、及び併設本体

施設が特別養護老人ホームである併設型ユニット型短期入所生活介護事業所

については、当該短期入所生活介護事業所と併設本体施設の利用者数・入所（居）

者数の合計数とする。また、併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームで

ある併設型ユニット型短期入所生活介護事業所については、「ユニット」の数

は、当該短期入所生活介護事業所と併設本体施設のユニットの数の合計数とす

る。  

 

 


